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２０１５年７月１日 

東京都社会福祉協議会 

 

福祉施設管理者の5 割超が社会福祉士に期待 
（福祉施設における社会福祉士配置に係る実態調査） 

～ソーシャルワーカーとしての社会福祉士への期待に応えるために 

     社会福祉士養成(教育)と福祉現場(実践)のさらなる連携･充実を～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

［調査のあらまし］ 
目  的 福祉施設の社会福祉士配置の実態を明らかにする 

対  象 都内の社会福祉士が配置されている福祉施設から無作為抽出 

対 象 者 調査対象各施設の管理者 

調査期間 2015年2 月～3月 

方  法 郵送による送付、回収 

回収状況 

 

施設種別 調査数 回収数 回収率 

高齢関連施設 1,065 459 

 
障害関連施設 406 194 

児童関連施設 73 46 

その他の施設 74 55 

計 1,618 758 46.8% 
 

［調査結果の概要］ 
 

 

 

▼ 社会福祉士について６割近い施設管理者が必要とし、ほぼ同数が社会福祉士に期待しています。 

▼ 一方で、いずれも３割超がどちらともいえないと回答しています。期待の度合いが明確になっていな

い結果となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉士は、「社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害が

あること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、

福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調

整その他の援助を行うことを業とする者」とされています。 

福祉施設管理者の57.9％が社会福祉士を必要だとし、ほぼ同じ割合で社会福祉士に期待しているものの、そ

の期待に応えているとする管理者は４割に止まっています。“ソーシャルワーカー”として社会福祉士への期

待は大きいものの、福祉施設では現場経験が重視され、また、必ずしも社会福祉士資格による配置が求められ

ていないこと等から、その期待に応えるまでに至っていない状況にあります。 

“専門職”としての社会福祉士資格について、福祉施設の管理者の意向や現況、社会福祉士資格制度の課題を

明らかにし、資格取得に係る養成側との連携等について、今後の資格取得支援策に活用することを目的に調査

を実施しました。 

調査結果概要 News Release 

福祉施設管理者の５７.９％が社会福祉士が必要とし、５７.４％が社会福祉士に期待しています １ 
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▼ 社会福祉士に期待している施設管理者が、期待す

るとした社会福祉士の役割として一番多く回答が

あったのは「利用者への高度な相談援助ができる

こと」です。 

▼ 施設種別にみると、高齢分野では全体と同じ「利

用者への高度な相談援助ができること」ですが、

障害分野では「利用者本位の支援ができること」、

児童分野では「利用者の権利擁護ができること」が第１位となっています。 

 
 

 
 

▼ 53.7％の管理者は未取得者に資格取得してほしいとしていま

すが、どちらともいえないという回答も44.3％あります。 

▼ 施設職員が資格取得する場合の支援策は 51.3％が設けておら

ず、有資格職員への給与の反映のない施設も45％あります。 

▼ 介護分野では 7～8 割(本会調査から)の施設で支援策を実施し

ており、社会福祉士資格が福祉施設の職種(配置)や業務と連動せ

ず、社会福祉士への期待は高いものの、資格への期待と実際の

業務とがズレがあることがうかがえます。 

 
 

 
 

▼ 管理者が養成機関に期待することは「相談援助の技術を高める養成」「実践力を高めるための実習教育

の充実」「地域のネットワークを築く力を高める養成」と続きます。 

▼ 社会福祉士会に期待することは。、専門性を高める養成の充実」「社会的評価が高まる活動「報酬等の

制度の向上に地域のネットワークを築く力を高める養成」となっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査報告書は        ウェブサイトでご覧いただけます。 

ＵＲＬ  http://www.tcsw.tvac.or.jp 
 

＜調査結果に関するお問合せ＞ 
101-0062 東京都千代田区神田駿河台1-8-11 東京YWCA会館3階 

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会 福祉振興部 都民企業担当 

電 話：０３－５２８３－６８９０  ＦＡＸ：０３－５２８３－６９９７ 
 

社会福祉士に期待していることの第１位は「利用者への高度な相談援助」、次いで「利用者本位の支

援」、「利用者の権利擁護」と続きます。 
２ 

福祉施設管理者の５３.７％が未取得者に資格取得をしてほしいとする一方、どちらともいえないが

４４.３％あり、資格取得する場合に支援策を設けている施設は４７.５％にとどまる。 
３ 

調査報告書では、調査企画ワーキングメンバーに学識経験者等を交えて、調査結果を受けての社会福

祉士に求められる役割や育成等について意見交換を行った概要も掲載しています。 

養成機関への期待は「相談援助の技術を高める養成」、社会福祉士会への期待は「専門性を高める育

成の充実」 
４ 

標準的な技術・知識を有する有資格者を養成してほしい

実践力を高めるため実習教育を充実させてほしい

介護あるいは保育といった直接の利用者援助技術も身につ

けさせてほしい

資格取得により「できること」を明確にした養成を行ってほしい

権利擁護の視点・技術を高める養成をしてほしい

相談援助の技術を高める養成をしてほしい

他職種連携の技術を高める養成をしてほしい

地域のネットワークを築く力を高める養成をしてほしい

その他

不明

社会福祉士養成機関に期待すること

社会福祉士の専門性を高める育成を充実させてほしい

現任社会福祉士同士のネットワークを強化してほしい

社会福祉士の実態等についての情報を提供してほしい

報酬等の制度の向上につながる活動をしてほしい

社会福祉士の社会的評価が高まる活動をしてほしい

社会福祉士会に期待するものはない
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利用者の権利擁護ができること

利用者本位の支援ができること

地域の関係機関とのネットワークを築くこと

他職種との連携・協働ができること

社会福祉に係わる制度を把握していること

利用者へ高度な相談援助ができること

施設内での管理職業務ができること

高度な指導員業務を行うことができること
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